
 

   大東市工事検査要綱     
 

平成９年９月２２日 
要綱  第  ２３  号 

改正 平成１０年４月１日 要綱第１３号 
平成１４年４月１日 要綱第７０号 
平成１６年３月２９日要綱第３２号 
令和元年１１月１日 要綱第４１号 

 大東市工事検査要綱（平成７年７月２５日制定）の全部を改正する。 
 （目的） 
第１条 この要綱は、法令及び大東市契約規則（平成１０年規則第１０号。以下「規則」という。）に定

めがあるものを除くほか、工事その他の請負契約の検査の実施に関し、必要な事項を定めることを目的

とする。 
 （用語の意義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
  (1)検査職員 規則第３９条に規定する検査職員をいう。 
 (2)工事担当課長 工事等請負契約に係る設計及び施行を主管する課等の長をいう。 
 (3)検査担当課長 規則第４０条に規定する検査を主管する課等の長をいう。 
 (4)工場検査 建設工事において使用する工事材料のうち、製造所および産地等において行う立会検査を

いう。 
 （検査の実施区分） 
第３条 検査担当課長が実施する検査は、請負金額が１０，０００，０００円以上の工事とする。ただし、

構造物、建築物等の除去に要する費用（整地に要する費用を含む。）を除いた工事の費用が１０，００

０，０００円未満の工事及び別表第１の各号に掲げる工事を除くことができる。 
２ 工事担当課長が実施する検査は、前項に規定する検査以外の検査とする。 
 （検査の実施基準） 
第４条 検査職員は、契約書、仕様書、設計書、図面その他関係書類及び別に定める工事検査技術基準に

基づき、厳正かつ公平に検査を行わなければならない。 
 （検査の種類） 
第５条 検査の種類は、次の各号に定めるところによる。 
 (1) 完成検査 工事の完成を確認するための検査をいう。 
 (2) 既済部分検査 工事の完成前に代価の一部を支払う必要がある場合において工事、又は製造の既済

部分を確認するための検査をいう。 
 (3) 随時検査 前２号に規定するもののほか、施工中に随時に行うもので、随時検査実施基準（別表第

２）に基づく検査をいう。 
 （検査職員の権限） 
第６条 検査職員は、必要があると認めるときは、請負者、現場代理人、監督職員又は工事担当課長に対

して説明若しくは書類の提出を求めることができる。 
２ 検査職員は、必要があると認めるときは、請負者又は現場代理人に対して検査目的物の一部の破壊そ

の他の措置を要求することができる。 
（検査の事務応援） 
第７条 検査担当課長は、対象工事の集中その他の理由により所属職員による検査が困難又は不適当と認

めたときは、他の部課の職員に検査の事務応援を求めることができる。 



 

 （検査の委託） 
第８条 対象工事の内容等により特に専門的な知識又は技能を必要とするとき、その他特に必要があると

きは、本市職員以外の者に委託して対象工事の検査を行わせることができる。 
 （検査の手続） 
第９条  工事担当課長は、対象工事の請負契約が締結されたときは、着工届等の写しを検査担当課長に提

出しなければならない。 
２ 対象工事について各種検査を受けようとするときは、当該対象工事に係る工事担当課長による事前の

検査を完了した後に、工事検査依頼書（様式第１号）に別表第３に掲げる書類を添えて、検査を希望す

る１０日前までに検査担当課長に提出しなければならない。 
３  前項の規定のうち完成検査については、工事検査依頼書と別に定める工事成績評定要領に基づき監督

職員が評定した工事成績評定書を添付しなければならない。 
４ 検査担当課長は、前３項の規定による検査の依頼を受けたときは、速やかに当該検査を担当する検査

職員を指定し、検査の実施日時を検査実施通知書（様式第２号）により工事担当課長に通知しなければ

ならない。 
 （検査の立会い） 
第１０条 検査職員は、別に定める場合を除くほか、監督職員、請負者又は現場代理人及び主任（監理）

技術者の立会いのうえ検査を行わなければならない。 
 （検査の中止等） 
第１１条 検査職員は、検査に際し、請負者等が検査職員の指示に従わず、又は検査を妨害したときは検

査を中止し、速やかに検査担当課長に報告しなければならない。 
 （手直しの指示等） 
第１２条 検査職員は、対象工事の検査の結果、契約の内容に適合しないものであると認めたときは工事

担当課長に対し、期限を定めて請負者へ手直しをするよう指示する旨の通知をしなければならない。 
２ 前項の規定による工事担当課長への指示は、手直し工事指示書（様式第３号）により行うものとする。 
 但し、軽微なものについては口頭によることができる。 
３ 工事担当課長は、手直し工事が完了したときは、手直し工事完了届（様式第４号）を検査担当課長に

提出しなければならない。 
４ 検査職員は、前項の規定による手直し工事完了届の提出があったときは、再度対象工事の検査を行う

ものとする。 
 （検査結果の報告） 
第１３条 検査職員は、対象工事の検査の結果、契約の内容に適合したものであると認めたときは、速や

かに工事検査調書（様式第５号）を作成し、検査担当課長は、これを契約担当課長および工事担当課長

に報告しなければならない。 
 （完成検査の評定） 
第１４条  検査職員は、完成検査を終了したときは、第９条第３項の規定により提出された工事成績評定

書の検査職員評定欄へ工事成績評定要領に基づき評定するものとする。 
２ 検査担当課長は、完成検査終了後、前項の工事成績評定書を工事担当課長へと回覧し、その後に契約

担当課長はこれを保管するものとする。 
 （検査台帳） 
第１５条 検査職員は、検査台帳（様式第６号）を作成し、対象工事の検査の経過を明らかにしておかな

ければならない。 
 （検査結果の通知） 
第１６条  市長は、完成検査の結果、完成を認めたとき、又は既済部分検査の結果、既済部分を認めたと



 

きは、完成・既済部分検査結果及び成績評定結果通知書（様式第７号）を直ちに請負者に交付するもの

とする。 
 （工事担当課長の実施する検査） 
第１７条 工事担当課長が実施する検査については、検査担当課長が実施する検査の例により行わなけれ

ばならない。 
２ 前項の場合において、工事担当課長は当該工事の監督職員以外の者を指定して検査を行わせるものと

する。 
 （補則） 
第１８条 この要綱に定めるもののほか、工事その他の請負契約の検査の実施に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 
 
  附 則                                                                     
 この要綱は、平成９年１０月１日から施行する。但し、第３条および様式第６号の改正規定は、平成１

０年４月１日から施行する。 
  附 則（平成１０年要綱第１３号） 
 この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 
  附 則（平成１４年要綱第７０号） 
 （施行期日） 
１ この要綱は、公布の日から施行する。 
 （経過処置） 
２ 改正後の大東市工事検査要綱の規定は、平成１４年度以降の工事（平成１３年度の繰越分を含む。）

について適用する。 
  附 則（平成１６年要綱第３２号） 
 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 
  附 則（令和元年要綱第４１号） 
 この要綱は、令和元年１１月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

別表第１（第３条関係） 
 

検査担当課長が検査対象としないことができる工事 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
別表第２（第５条関係） 
 

随 時 検 査 実 施 基 準  
 

実 施 基 準 運 用 基 準  

１．完成検査時に、水中又は土中に没し明視 
 できない当該工事の主たる構造物 
２．完成検査時に、躯体に没し、明視できない 

 当該工事の主たる構造物 
３．天井、壁等仕上げ材に隠蔽される箇所の当 

 該工事の主たる工作物 
４．高所または低所の施工箇所で完成検査時に 

 確認困難なもの 
５．特殊又は重要な工作物で確認が必要である 
と思われるもの（工場検査を含む。） 
６．その他 

水中又は土中に没する前 
 
躯体に没する前（配筋完了コンクリ－ト打設前） 

 
隠蔽される前 

 
足場撤去前 

 
検査担当課長が必要と認めるもの 

 
検査担当課長が必要と認めるもの 

 備考 やむ得ない事情により上記検査が実施できない場合は、工事写真検査によることができる。 

 
 
 
別表第３（第９条関係） 
                                                                                 

検 査 の 必 要 書 類 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
１ 仮設工事、浚渫工事及び薬液注入工事等確認が不可能な部分。 
２ 特殊機械器具の構造及び性能に関する部分。 
３ 災害応急復旧に関するもの。 
４ 国宝、文化財及び史跡名勝記念物等の特殊なもの。 
５ ガス供給本管及びその附属保安装置等に関するもの。 
６ その他検査担当課長が認めたもの。 

 
 
 １ 設計図書及び仕様書等 
 ２ 対象工事の内容に関する書類等 
 ３ 対象工事の施工状況等に関する記録書類等 
 ４ 材料及び製品検査に関する書類等 
 ５ その他必要な書類 
  



 

様式第１号（第９条関係）  
  
 

工事検査依頼書 
 
 
                                    第     号 
                                     年  月  日 
 
 
  （検査担当課長） 様 
 
 
                            （工事担当課長） 
 
 
     大東市工事検査要綱第９条の規定により、下記工事の検査を依頼します。 

 

検査の種類 完成   ・   既済部分   ・   随時 

工 事 名 

 

工 事 場 所 

 

請 負 者 
 

請負金額              円 
  

工      期        年  月  日から       年  月  日まで 

監 督 職 員 

 

検査希望日        年  月  日 

備      考   受付印 

 
  



 

様式第２号（第９条関係）  
  
 

検査実施通知書 
 
                                       第     号 
                                    年  月  日 
 
   （工事担当課長）    様 
 
 
                           （検査担当課長） 
 
 
       大東市工事検査要綱第９条の規定により、下記のとおり検査を実施します。 

 

検査の種類      完成   ・   既済部分   ・   随時 

工 事 名 

 

工 事 場 所 

 

請 負 者 

 

請負金額              円 

工      期     年  月  日から      年  月  日まで 

監 督 職 員 

 

検査実施日時     年  月  日（  ） 午前・午後   時   分 

検 査 職 員 

 

 備考 

 
 



 

様式第３号（第１２条関係）  
  
 

手直し工事指示書 
 
 
                                    第     号 
                                    年  月  日 
 
 
   （工事担当課長） 様 
 
 
                            （検査担当課長） 
 
 
      下記工事について検査した結果、大東市工事検査要綱第１２条の規定により、 
      次のとおり手直し工事を指示します。 

 

検査の種類 完成   ・   既済部分   ・   随時 

工 事 名 

 

工 事 場 所 

 

請 負 者 
 

請負金額              円 
  

工     期     年  月  日から      年  月  日まで 

監 督 職 員 

 

検 査 日     年  月  日 完了期限     年  月  日 

 手直し事項 

 
 



 

様式第４号（第１２条関係）  
  
 

手直し工事完了届 
 
 
                                      第     号 
                                      年  月  日 
 
 
   （検査担当課長）  様 
 
 
                           （工事担当課長） 
 
 
      下記のとおり手直し工事の完了を確認しましたので、大東市工事検査要綱 
     第１２条の規定により、検査を依頼します。 

 

検査の種類 完成   ・   既済部分   ・   随時 

工  事  名 

 

工 事 場 所 

 

請  負  者 

 

請負金額              円 
  

工     期     年  月  日から      年  月  日まで 

監 督 職 員 

 

工事完了日     年  月  日 確認日     年  月  日 

検査希望日 

 

 手直し事項 

 
 



 

様式第５号（第１３条関係）  
  
 

工事検査調書 
 
 
                                       第     号 
                                     年  月  日 
   （工事担当課長） 
   （契約担当課長） 様 
 
 
                              （検査担当課長） 
 
 
       下記の工事を検査した結果、契約書及び設計図書に適合するものと認め 
      大東市工事検査要綱第１３条の規定により、報告します。 

 

検査の種類 完成   ・   既済部分   ・   随時 

工 事 名 
 

工 事 場 所 
 

請  負  者 
 

請負金額              円   

工      期     年  月  日から      年  月  日まで 

監 督 職 員 
 

完成年月日         年  月  日 

検査年月日         年  月  日 

（今回既済部分）出来高金額 
 

 （前回既済部分）の表示 （第   回）      年  月  日 

検 査 職 員 
 

    備考      工事成績評定点     点  

 



 
 

様式第６号（第１５条関係）             （表） 
 

検査台帳 
 

  

台 帳 番 号  

 

  
施 工 年 度 年度 国庫補助 ・ 府補助 ・ 市単独 ・ 債務負担 ・ 繰越 

工 事 名  

請 負 者  

 
契約年月日 

当    初 変    更 変    更 

     年  月  日      年  月  日      年  月  日 

工     期 
自    年  月  日 自    年  月  日 自    年  月  日 

至    年  月  日 至    年  月  日 至    年  月  日 

請 負 金 額             円             円            円 

支 払 条 件 前払・部分・竣工 前払・部分・竣工 前払・部分・竣工 

完成年月日        年  月  日 

工事担当課  

検査の種類 既 済 部 分   完  成 

検 査 職 員     

      検査実施日       月  日       月  日       月  日       月  日  

調書作成日       月  日       月  日       月  日       月  日 

備      考      欄 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（裏） 
  
 

月   日 種  類 検    査    内    容 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

        

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

様式第７号（第１６条関係） 
 
 
                                                              第     号 
                                                              年  月  日 
     請負者  住 所 
             氏 名                   様 
 
                                                      大東市長 
 
                 完  成            及び成績評定結果 
                           検査結果           について（通知） 
                 既済部分 
 
                                      ・届出の 
           年    月    日付けで             あった                     工事に   
                                      ・請求の 
 
                         ・完成を認めたので 
   ついては、検査の結果 
                         ・金                    円の既済部分出来高を認めたので 
 
   大東市工事検査要綱第１６条の規定により通知します。 
 
    なお、完成検査での工事成績の評定した結果は、次のとおりです。 
 

評 定 点                    点 
 
        この評定結果に疑問のあるときは、書面により大東市に対して疑問点を明記の上、この   
 
   通知を受け取った日の翌日から起算して１４日以内に説明を求めることができます。 
 
        疑問点に対する説明は、書面により回答します。 
 
                    ・工事検査担当課         
        問い合わせ先                          電話番号 
                          ・工事担当課 
 
 
 
 
 
 


